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筑後大堰における
ちく ご おお ぜき

一般利用施設等の安全利用点検の実施について

独立行 政法人水資源機構筑後川 局 筑後大堰管理室では、毎年、観光客等の
どくりつ ぎようせい ほうじん みず し げん き こ う ち く ご が わ きよく ち く ご おおぜき か ん り し つ

増加が見込まれるゴールデンウィークを前に、一般の方々に施設を安全に利

用していただくため、筑後大堰施設周辺の安全点検を下記のとおり関係機関

と合同で実施する予定ですのでお知らせします。

① 日 時 平成３１年４月２５日（木）１０時００分～１１時３０分

（小雨決行）

② 予定参加者 国土交通省、久留米市、みやき町、久留米警察署、鳥栖警察

署、久留米広域消防本部、鳥栖・三養基地区消防事務組合、

水資源機構筑後川局筑後大堰管理室

③ 点検箇所 別紙実施計画書参照

④ そ の 他 取材を希望される場合は、当日９時５０分までに、筑後大堰

管理室２階第一会議室にお越しいただければご案内いたします。

平成３１年４月１８日

独立行政法人 水資源機構筑後川局

発表記者クラブ
久留米市政記者クラブ

佐賀県政記者クラブ

問い合わせ先

独立行政法人水資源機構 筑後川局 筑後大堰管理室 室長代理 山田
やまだ

住 所： 福岡県久留米市安武町武島１０６３－２

電 話： ０９４２（２６）４５５１
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別 紙

筑後大堰管理室における一般利用施設等の安全利用点検に関する実施計画書

１．実施概要

１）目的 ： 一般利用者の安全確保を行い、適正な堰管理を行う。

２）時期 ： 年１回、観光客等が増加すると予想される前

３）主体 ： 堰管理者

２．点検を重点的に実施する区域

◇筑後大堰管理橋

管理橋梁の安全確認、一般車両及び歩行者の通行上の注意事項等

◇筑後大堰左右岸堤防周辺

堰施設への侵入防止施設（フェンス等）の確認、注意事項等

◇堰周辺高水敷き（左右岸）

堰施設への侵入禁止表示等の確認、注意事項等

３．点検実施者

◇堰管理者

独立 行 政法人 水資源機構 筑後川 局 筑後大堰管理室
どくりつぎようせいほうじん みず し げん き こう ちく ご がわきよく ちく ご おおぜきかん り しつ

◇予定参加者

国土交通省、久留米市、みやき町、久留米警察署、鳥栖警察署、

久留米広域消防本部、鳥栖・三養基地区消防事務組合

４．点検方法

一般利用上の安全確保の有無について、目視または指触で確認する。

５．実施時期

平成３１年４月２５日（木） １０時００分から１時間３０分程度（小雨決行）

６．その他

当日は、筑後大堰管理室２階第一会議室に９時５０分までにお集まり下さい。
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７．参考（過去の実施状況写真）

（筑後大堰管理橋の確認状況）

堰周辺高水敷き（左岸） 堰周辺高水敷き（右岸）
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【筑後大堰管理室案内図】


